
求  人  票  
事業所 所在地 埼玉県蕨市塚越５丁目１０番２１号  

事業所 名  称 学校法人 武南学園 

TEL ０４８－４４１－６９４８  

 雇用条てｌ件のとおりとします。 

契約期間 
１ 期間の定めなし（令和   年   月   日 雇入れ） 

② 期間の定めあり：令和 ７年  ４月  １日～令和 ８年  ３月 ３１日 

雇用形態 正社員・パートタイマー・嘱託・その他（ 非常勤講師 ） 

就業の場所 武南中学校・武南高等学校 

従事する 

業務の内容 
教育職（教諭）  教科（家庭科・週４コマ） 

始業・終業

の時刻及び

休憩時間 

１ 始業・終業の時刻 ：（始業）  ８時 ２０分～（終業） １６時 ２０分 

土曜日：１２時５５分まで  のうち週 ４コマ  

２ 休憩時間 ：   分 

３ １週間の所定労働時間 ：   時間   分 

※詳細は、勤務規則による。 

所定外労働

の有無 

１ 所定時間外労働の有無 ： 有 ・ ○無  

２ 休日労働の有無 ： 有 ・ ○無  

休日 

１ 定例日  ：毎週 日曜日、国民の祝日、毎月第２土曜日、学園創立記念日（５月１３

日）、年末・年始（１２月２９日から１月３日まで） 

その他学園で定めた日 

２ 非定例日 ：  週・  月当たり  日、その他（               ） 

休暇 
１ 年次有給休暇 週の勤務日数による 

２ その他の休暇 ※詳細は、勤務規則による。 

賃金 

１ 基本賃金： 

イ １コマ（ ２,５７０円 ） 

２ 諸手当： 

イ 通勤手当（ 実費支給  ） 

その他：  

３ 賃金締切日：毎月月末、賃金支払日：毎月２１日 

４ 支払方法 ：銀行振込 

５ 賃金支払時の控除 ： ○有（ 所得税 ）・ 無 

６ 昇給 ： 無 〔    〕 

７ 賞与 ： ○有  ・ 無 〔 学園規定による      〕 

８ 退職金 ： ○有  ・ 無 〔 学園規定による      〕 

※詳細は、勤務規則による。 

退職に関す

る事項 

１ 定年制 ： ○有  （   歳）・ 無 

２ 自己都合退職の手続 ：退職する１４日以上前に届け出ること 

３ 解雇の事由及び手続 ： 

※詳細は、勤務規則による。 

社会保険等

の加入 

・社会保険の加入 ： 無 

・雇用保険の適用 ： 無 

備考  大学院生も可 

 


